
　

会員資格継続
（提出書類なし）

令和８年３月31日

退職

正規職員 任期付職員
（フルタイム勤務）

任期付職員
（短時間勤務）

※入会資格なし

いいえ

終了（退会）

異動報告書 提出
（所属所から）

はい

入会届書 提出

互助会に再入会
希望か？

3月31日まで
の在会期間は
1年以上か？

退職慰労金請求書 提出
（請求期限：令和11年３月31日）

退職慰労金請求書 提出
（請求期限：令和11年３月31日）

はい

いいえ

いいえ

はい
3月31日まで
の在会期間は
1年以上か？

4月１日以降の任用形態

【任期付職員】

再任用職員

任期付任用職員

臨時的任用職員

会計年度任用職員

退会

終了

提出書類に関するフローチャート（任期付職員）

※４月１日付けで知事部局に異動される方は、互助会を退会となります。

「異動報告書」、「退職慰労金請求書（在会期間１年以上の場合）」のご提出を

お願いいたします。

令和８年３月31日

任期満了


	任期付

